
 

 

災害が起きたとき、暗いときの救助活動はどうしますか。 

普通、捜索活動は日照と同時に始まり、日暮れと同時に終わります。 

光る「ヘルプカード」,「AED」、「消火器」、「消火栓」、「手話およ

び筆談でどうぞ」などがあればどうでしょうか。 

かなりの命が救われます。 

命に関わる物には超輝度蓄光剤を塗ることを法律((条令でも

可))で義務づけたらどうでしょうか。  

災害から国民を守る法律を。  

あなたの行動が国民を救うのです。        

勇気ある決断を。議会に、行政に働きかけましょう。  

いつですか。今です。 
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